
平
成
八
年
運
輸
省
令
第
六
十
号

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
三
項
及
び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
事
業
の
許
可
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
一
条
　
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
六
月
以
内
に
、

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
運
輸
省
令
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号
。
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第

一
条
第
二
項
第
二
号
の
書
類
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
位
置
、
規
模
、
構
造
又
は
設
備
の
変
更
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
い
る
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル

事
業
者
は
、
当
該
認
可
に
係
る
一
般
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
確
認
を

受
け
た
と
き
は
、
新
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
事
業
者
（
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
を
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
施
行
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
新
規
則
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
書
類
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
新
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
と
み
な
す
。

（
書
類
の
提
出
）

第
三
条
　
第
一
条
又
は
前
条
第
二
項
の
書
類
は
、
新
規
則
第
十
八
条
に
規
定
す
る
所
轄
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旧
法
に
基
づ
く
処
分
、
手
続
等
の
効
力
）

第
四
条
　
旧
法
又
は
旧
法
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
、
新
法
又
は
新
規
則
中
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
改
正
法
又
は
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
新
法
又
は
新
規
則
に
よ
り
し
た
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
十
一
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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